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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、バス・タクシー
利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、１冊目は年間１万２,000円分を助成券で交付します。
　②２冊目以降は同様のものを、8,000円で販売します。
　③利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から令和5年3月末までです。

対象者
　町内に住民登録を有する75歳以上の方（昭和23年4月1日以前に生まれた方）

ご利用方法
　①利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に
　　「利用者証」を乗務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎22・3366 愛あいケアタクシー ☎20・1090
川上タクシー ☎24・0200 印南交通 ☎42・0105
中紀河南タクシー ☎24・1001 南部タクシー ☎0739・

　  72・2133港タクシー ☎65・3100
こころケア ☎090・6662・7111 介護タクシーふくしん ☎20・5272

熊野御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者外出支援事業

【お問い合わせ先】 いきいき長寿課（☎６３・３８０７）
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【お問い合わせ先】�日高町社会福祉協議会（☎６３・２７５１）

【老齢基礎年金を受給している方】
支給条件
⃝65歳以上
⃝世帯全員の市町村民税が非課税
⃝前年の年金収入額とその他所得額の合計が
　約88万円以下

【障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給している方】

支給条件
⃝前年の所得額が約472万円以下

※扶養親族等の数に応じて増額します。

【内容】
　（上りチャイム）　
　「これはJアラートのテストです」（３回）
　「こちらは防災日高町です」
　（下りチャイム）

【日時】
　11月16日（水）　午前11時

【お問い合わせ先】
　総務課（☎６３・２０５１）

Jアラートの試験放送について
　11月16日（水）に、Jアラートによる緊急情報伝達の試験放送を行います。

日高町身体障がい者
　　　　　　福祉遠足の中止について
　例年11月、町内の身体障がい者の皆さまにご参加いただき、福祉遠足を開
催しておりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症感染防止のため、
中止となりました。
　楽しみにされていた皆さま方には大変申し訳ありませんが、ご理解のほど
よろしくお願いいたします。

年金受給者の生活を支援します
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準
額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支
給されるものです。

■対象となる方

　基礎年金を受給している方で、前年分の所得税が低下したこと等により、新たに年金生
活者支援給付金を受け取る事ができる方へ、簡易な請求書（はがき型）を９月頃に順次送付
しています。
【お問い合わせ先】
　『年金給付金専用ダイヤル』：０５７０・０５・４０９２（ナビダイヤル）
　住民生活課（☎６３・３８００）

年金給付金 検索
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